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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月25日(2016.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッドを備えた配線部材と、
　前記配線部材の上に、前記パッドの外周縁上を覆うように配置された保護絶縁層と、
　前記パッドを露出するように前記保護絶縁層に開口されたホールと、
　前記ホールの開口端側に配置され、前記保護絶縁層の表面の高さよりも低い段差面と、
前記段差面を囲う外周側面とから形成される段差部と、
　前記パッドの上から前記ホールの側面及び前記段差部の段差面に形成されたシード層と
、
　前記シード層の上に設けられ、電解めっき層から形成されたはんだバンプと
　を有することを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記ホールの段差部上の前記シード層の上面は、前記保護絶縁層の上面の高さ位置より
も下に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記保護絶縁層はポジ型の感光性樹脂から形成され、前記シード層は銅から形成される
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記パッドと前記シード層との間に形成された中間金属層を有することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
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　パッドを備えた配線部材と、
　前記配線部材の上に、前記パッドの外周縁上を覆うように配置された保護絶縁層と、
　前記パッドを露出するように前記保護絶縁層に開口されたホールと、
　前記ホールの開口端側に配置され、前記保護絶縁層の表面の高さよりも低い段差面と、
前記段差面を囲う外周側面とから形成される段差部と、
　前記パッドの上から前記ホールの側面及び前記段差部の段差面に形成されたシード層と
、
　前記シード層の上に設けられ、電解めっき層から形成されたはんだバンプと、
　前記はんだバンプに電極が接続された半導体素子と
　を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　パッドを備えた配線部材を用意する工程と、
　前記パッドを露出するように開口されたホールを備え、前記パッドの外周縁上を覆う保
護絶縁層を前記配線部材の上に形成する工程であって、前記ホールの開口端側に、前記保
護絶縁層の表面の高さよりも低い段差面と、前記段差面を囲う外周側面とから形成される
段差部が配置され、
　前記ホールの内面に前記段差部に沿ってシード層を形成する共に、前記保護絶縁層の上
に前記シード層を形成する工程と、
　前記ホールの段差部上の前記シード層の側面が露出するようにして、前記ホールの上に
開口部が配置されためっきレジスト層を前記シード層の上に形成する工程と、
　前記シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、前記めっきレジスト層の
開口部にはんだ層を形成する工程と、
　前記めっきレジスト層を除去する工程と、
　前記はんだ層をマスクにして前記シード層をウェットエッチングにより除去する工程と
　を有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記シード層を形成する工程において、
　前記シード層の厚みは、前記ホールの段差部の深さよりも薄く設定されることを特徴と
する請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記めっきレジスト層を形成する工程において、
　前記ホールの段差部上の前記シード層の側面の位置に、前記めっきレジスト層の開口部
の側面を配置することを特徴とする請求項６又は７に記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記ホールを備えた保護絶縁層を形成する工程は、
　前記配線部材の上に、ポジ型の感光性樹脂層を形成する工程と、
　ハーフトーンマスクを使用するフォトリソグラフィにより、前記感光性樹脂層に、前記
開口端に段差部を有するホールを形成する工程とを含むことを特徴とする請求項６乃至８
のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記シード層をウェットエッチングにより除去する工程の後に、
　前記はんだ層を加熱処理によってリフローさせてはんだバンプを得る工程を有すること
を特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　以下の開示の一観点によれば、パッドを備えた配線部材と、前記配線部材の上に、前記
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パッドの外周縁上を覆うように配置された保護絶縁層と、前記パッドを露出するように前
記保護絶縁層に開口されたホールと、前記ホールの開口端側に配置され、前記保護絶縁層
の表面の高さよりも低い段差面と、前記段差面を囲う外周側面とから形成される段差部と
、前記パッドの上から前記ホールの側面及び前記段差部の段差面に形成されたシード層と
、前記シード層の上に設けられ、電解めっき層から形成されたはんだバンプとを有する配
線基板が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、その開示の他の観点によれば、パッドを備えた配線部材を用意する工程と、前記
パッドを露出するように開口されたホールを備え、前記パッドの外周縁上を覆う保護絶縁
層を前記配線部材の上に形成する工程であって、前記ホールの開口端側に、前記保護絶縁
層の表面の高さよりも低い段差面と、前記段差面を囲う外周側面とから形成される段差部
が配置され、前記ホールの内面に前記段差部に沿ってシード層を形成する共に、前記保護
絶縁層の上に前記シード層を形成する工程と、前記ホールの段差部上の前記シード層の側
面が露出するようにして、前記ホールの上に開口部が配置されためっきレジスト層を前記
シード層の上に形成する工程と、前記シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきに
より、前記めっきレジスト層の開口部にはんだ層を形成する工程と、前記めっきレジスト
層を除去する工程と、前記はんだ層をマスクにして前記シード層をウェットエッチングに
より除去する工程とを有する配線基板の製造方法が提供される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　１…配線基板、２…半導体装置、５…配線部材、１０…絶縁層、２０ａ…感光性樹脂層
、２０…保護絶縁層、２２…ホール、３０…ハーフトーンマスク、３０ａ…透過部、３０
ｂ…半透過部、３０ｃ…遮光部、４０…中間金属層、５０…シード層、６０…めっきレジ
スト層、６０ａ…開口部、７０…はんだ層、Ｃ…凹部、Ｐ…パッド、ＳＢ…はんだバンプ
、Ｓ，Ｓｘ…段差部、Ｓ１，Ｓｙ…段差面、Ｓ２，Ｓｚ…外周側面。
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